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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】帯域を考慮して通信負荷の分散を行う中継技術
を提供する。
【解決手段】端末装置と、前記端末装置に対してネット
ワーク接続サービスを提供する複数のサーバ装置との間
の通信を中継する中継装置であって、前記端末装置から
送信された接続要求情報を受け付ける受付部と、前記端
末装置との間の通信量を前記サーバ装置ごとに計測する
計測部と、前記接続要求情報の送信先として、所定の期
間に計測された通信量が最も少ない前記サーバ装置を特
定して、特定したサーバ装置へ前記接続要求情報を送信
する制御部と、を備える。中継装置は、新たに接続要求
を受け付けると、既に接続済みのポートの使用帯域に基
づいて負荷を分散するように接続先を分散させて中継す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置と、前記端末装置に対してネットワーク接続サービスを提供する複数のサーバ
装置と、の間の通信を中継する中継装置であって、
　前記端末装置から送信された接続要求情報を受け付ける受付部と、
　前記端末装置との間の通信量を前記サーバ装置ごとに計測する計測部と、
　前記接続要求情報の送信先として、所定の期間に計測された通信量が最も少ない前記サ
ーバ装置を特定して、特定したサーバ装置へ前記接続要求情報を送信する制御部と、
　を備えることを特徴とする中継装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の中継装置であって、
　前記制御部は、前記通信量が最も少ないサーバ装置が複数存在する場合には、前記通信
量が最も少ないサーバ装置のうち、所定の期間において通信を行った端末装置の数が少な
いサーバ装置を前記送信先として特定する、
　ことを特徴とする中継装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の中継装置であって、
　前記制御部は、所定の期間においてＥｃｈｏフレームを受信した数を、前記通信を行っ
た端末装置の数とする、
　ことを特徴とする中継装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の中継装置であって、
　前記通信量は、予め定められた方向へ送信された通信量である、
　ことを特徴とする中継装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の中継装置であって、さらに、
　前記端末装置ごとに接続条件を記憶する記憶部を備え、
　前記制御部は、前記接続条件を満たす前記サーバ装置から、前記所定の期間に計測され
た通信量が最も少ないサーバ装置を特定し、前記接続要求情報の送信先とする、
　ことを特徴とする中継装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の中継装置であって、
　前記接続条件は、前記端末装置に応じて通信を優先する方向と、所望帯域と、を含み、
　前記制御部は、前記所望帯域を満たす前記サーバ装置について、前記通信を優先する方
向の前記所定の期間に計測された前記通信量を特定し、特定した前記通信量が最も少ない
サーバ装置を前記接続要求情報の送信先とする、
　ことを特徴とする中継装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の中継装置であって、
　前記制御部は、前記所望帯域を満たす前記サーバ装置が存在しない場合には、前記複数
のサーバ装置について、前記通信を優先する方向の前記所定の期間に計測された前記通信
量を特定し、特定した前記通信量が最も少ないサーバ装置を前記接続要求情報の送信先と
して特定する、
　ことを特徴とする中継装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の中継装置であって、さらに、
　前記複数のサーバ装置のうちいずれかに論理障害の発生を検知すると、前記論理障害が
発生したサーバ装置を前記制御部に伝える論理障害検出部を備え、
　前記制御部は、前記論理障害が発生したサーバ装置を除いて前記接続要求情報の送信先
を特定する、
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　ことを特徴とする中継装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の中継装置であって、
　前記論理障害検出部は、前記サーバ装置の生存確認の応答通信が途絶えたことを検知す
ると、論理障害が発生したと判定する、
　ことを特徴とする中継装置。
【請求項１０】
　端末装置と、前記端末装置に対してネットワーク接続サービスを提供する複数のサーバ
装置と、の間の通信を中継する中継装置の中継方法であって、
　前記中継装置は、
　前記端末装置から送信された接続要求情報を受け付ける手順と、
　前記端末装置との間の通信量を前記サーバ装置ごとに計測する手順と、
　前記接続要求情報の送信先として、所定の期間に計測された通信量が最も少ない前記サ
ーバ装置を特定して、特定したサーバ装置へ前記接続要求情報を送信する手順と、
　を実施することを特徴とする中継方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信を中継する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、端末装置からＢＡＳサーバ装置への通信を中継する技術として、中継装置が、端
末装置から接続要求を受信した順に回線利用可能なフレーム送信部の利用を割り当てるこ
とで、フレーム送信部に接続されたＢＡＳサーバ装置の通信負荷を分散させて中継する技
術が特許文献１に示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２０８３５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載の技術では、接続後はＢＡＳ（Broadband Access Server）と中
継装置の物理帯域は複数のユーザ間で共有されるため、ユーザの通信量に応じて負荷の偏
りが発生する。そのため、接続後の通信帯域の使用量に応じた適切な負荷の分散には対応
できない。
【０００５】
　そこで、本発明は、帯域を考慮して通信負荷の分散を行う中継技術の提供を目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願に係る中継装置は、上記課題を解決するため、新たに接続要求を受け付けると、既
に接続済みのポートの使用帯域に基づいて負荷を分散するように接続先を分散させて中継
する。
【０００７】
　例えば、端末装置と、前記端末装置に対してネットワーク接続サービスを提供する複数
のサーバ装置と、の間の通信を中継する中継装置であって、前記端末装置から送信された
接続要求情報を受け付ける受付部と、前記端末装置との間の通信量を前記サーバ装置ごと
に計測する計測部と、前記接続要求情報の送信先として、所定の期間に計測された通信量
が最も少ない前記サーバ装置を特定して、特定したサーバ装置へ前記接続要求情報を送信
する制御部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明によれば、通信資源を有効に利用する技術を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１は、本発明の技術を適用した第一の実施形態である中継システム１００を示す図で
ある。
【００１０】
　中継システム１００は、中継装置１０１と、中継装置１０１と通信可能な複数のユーザ
端末１０２と、中継装置１０１と通信可能な複数のＢＡＳ（Broadband Access Server）
１０３と、を有する。
【００１１】
　中継装置１０１は、複数のユーザ端末１０２と通信を行う複数のＬＡＮ（Local Area N
etwork）ポート１０４と、複数のＢＡＳ１０３と通信を行う複数のＷＡＮ（Wide Area Ne
twork）ポート１０５と、ＬＡＮポート１０４とＷＡＮポート１０５との間の通信を制御
する制御部１０６と、記憶部１０７と、を備える。
【００１２】
　ユーザ端末１０２は、中継装置１０１に接続されたパーソナルコンピュータ等の情報処
理装置である。例えば、ユーザ端末１０２は、一般家庭等においてユーザが使用するパー
ソナルコンピュータであり、中継装置１０１のＬＡＮポート１０４と、ＡＤＳＬ（Asymme
tric Digital Subscriber Line）やＦＴＴＨ（Fiber To The Home）などの通信手段を介
してＰＰＰｏＥ（PPP Over Ethernet：Ethernetは登録商標）接続し、中継装置１０１を
介してＢＡＳ１０３と接続することで、ＢＡＳ１０３に接続されたＩＳＰ（Internet Ser
vice Provider）との接続を確立し、インターネットに接続する。
【００１３】
　ＢＡＳ１０３は、ＩＳＰへの接続サービスを提供するサーバ装置であり、例えば回線事
業者等が準備するサーバ装置である。
【００１４】
　ＬＡＮポート１０４は、ＡＤＳＬ、ＦＴＴＨ等の通信ケーブルを接続するポートであり
、通信ケーブルを介してポートに接続された複数のユーザ端末１０２間の通信を中継して
ＬＡＮを構成する。
【００１５】
　ＷＡＮポート１０５は、ＡＤＳＬ、光ファイバー等の通信ケーブルを接続するポートで
あり、ポートに接続された複数のＢＡＳ１０３間の通信を中継してＷＡＮを構成する。ま
た、ＷＡＮポート１０５は、それぞれ、ＷＡＮポート１０５を通過した送信フレームの数
と受信フレームの数とをカウントしそれぞれ記憶するフレームカウント部１１５を備える
。
【００１６】
　制御部１０６は、単数または複数のＬＡＮポート１０４から受信した通信情報を単数ま
たは複数のＷＡＮポート１０５へ転送し、単数または複数のＷＡＮポート１０５から受信
した通信情報を単数または複数のＬＡＮポート１０４へ転送する。
【００１７】
　制御部１０６は、内部転送制御部１０８と、フレーム解析部１０９と、フレーム制御部
１１０と、フレーム監視部１１１と、を有する。
【００１８】
　内部転送制御部１０８は、ＬＡＮポート１０４およびＷＡＮポート１０５から受信した
通信のフレームをフレーム解析部１０９へ転送し、フレーム制御部１１０からの転送指示
に基づいて指示されたＬＡＮポート１０４または指示されたＷＡＮポート１０５にフレー
ムを転送する。
【００１９】
　フレーム解析部１０９は、受信した通信のフレームを解析してその種類を特定し、特定
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した種類をフレーム制御部１１０へ通知する。
【００２０】
　また、フレーム解析部１０９は、ＬＣＰ（Linklayer Control Protocol）のＥｃｈｏフ
レームの受信数をＷＡＮポート１０５ごとに計上し、フレーム監視データベース１１４に
記憶させる。
【００２１】
　フレーム制御部１１０は、フレーム解析部１０９から通知された通信のフレームの種類
に応じて、受け付けたフレームを転送する対象となるＬＡＮポート１０４またはＷＡＮポ
ート１０５を特定し、内部転送制御部１０８に転送指示を出す。
【００２２】
　例えば、フレームがＰＡＤＩ（PPPoE Active Discovery Initiation）等の接続要求フ
レームであれば、フレーム制御部１１０は、接続先ＢＡＳデータベース１１３を用いて、
中継装置１０１に対し予め定められた送信又は受信の通信帯域に余裕があるＷＡＮポート
１０５を接続先として特定し、特定したＷＡＮポート１０５へ接続要求フレームを転送す
るよう内部転送制御部１０８に指示する。
【００２３】
　フレーム監視部１１１は、複数のＷＡＮポート１０５が備えるフレームカウント部１１
５から送信フレーム数と受信フレーム数の情報を取得して、フレーム監視データベース１
１４に記憶させる。また、フレーム監視データベース１１４の情報を用いて、接続先のＢ
ＡＳを選択するための情報を算出し、接続先ＢＡＳデータベース１１３に記憶させる。
【００２４】
　回線状態監視部１１２は、ＷＡＮポート１０５のハードウェア故障を検知すると、故障
のあったＷＡＮポートが接続不可であることを接続先ＢＡＳデータベース１１３に記憶さ
せる。また、ＷＡＮポート１０５のハードウェア故障が復旧したことを検知すると、復旧
したＷＡＮポートが接続可であることを接続先ＢＡＳデータベース１１３に記憶させる。
【００２５】
　記憶部１０７は、接続先ＢＡＳデータベース１１３と、回線状態監視部１１２と、フレ
ーム監視データベース１１４と、を有する。
【００２６】
　接続先ＢＡＳデータベース１１３は、接続先のＢＡＳを特定するための情報を記憶する
データベースである。
【００２７】
　図２に、接続先データベース１１３の構成例を示す。
【００２８】
　接続先データベース１１３は、ＷＡＮポート番号欄２０１と、送信変動欄２０２と、受
信変動欄２０３と、回線状態欄２０４と、を有する。
【００２９】
　ＷＡＮポート番号欄２０１には、ＷＡＮポート１０５を識別するための情報である識別
番号が記憶される。例えば、中継装置１０１がＷＡＮポート１０５を８個備える場合には
、ＷＡＮポート番号欄２０１には、８個のＷＡＮポート１０５に対応する「１」、「２」
、・・・、「８」の値が記憶される。
【００３０】
　送信変動欄２０２には、ＷＡＮポート１０５ごとに、所定期間のアップロード送信量、
すなわちユーザ端末１０２からＢＡＳ１０３に対して送信されたフレームの数が記憶され
る。例えばＷＡＮポート１０５の「１」について、送信変動欄２０２の情報が「１００」
であれば、「１」で識別されるＷＡＮポート１０５は、計測した期間の送信フレーム数が
「１００」であることを示す。
【００３１】
　受信変動欄２０３には、ＷＡＮポート１０５ごとに、所定期間のダウンロード送信量、
すなわちＢＡＳ１０３からユーザ端末１０２に対して送信されたフレームの数が記憶され
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る。
【００３２】
　例えばＷＡＮポート１０５の「１」について、受信変動欄２０３の情報が「５００」で
あれば、「１」で識別されるＷＡＮポート１０５は、計測した期間の受信フレーム数が「
５００」であることを示す。
【００３３】
　回線状態欄２０４には、ＷＡＮポート番号欄２０１の情報により識別されるＷＡＮポー
ト１０５が接続可能であるか否かを示す情報が記憶される。例えば、接続可能であれば「
接続可」、接続不可能であれば「接続不可」という情報が記憶される。
【００３４】
　以上が、接続先データベース１１３の構成例である。
【００３５】
　フレーム監視データベース１１４は、複数のＷＡＮポート１０５の稼働情報を記憶する
データベースである。
【００３６】
　図３に、フレーム監視データベース１１４の構成例を示す。
【００３７】
　フレーム監視データベース１１４は、ＷＡＮポート番号欄３０１と、送信フレーム数欄
３０２と、旧送信フレーム数欄３０３と、受信フレーム数欄３０４と、旧受信フレーム数
欄３０５と、ＬＣＰＥｃｈｏフレーム数欄３０６と、論理障害検出時刻欄３０７と、を有
する。
【００３８】
　ＷＡＮポート番号欄３０１には、ＷＡＮポート１０５を識別するための情報である識別
番号が記憶される。例えば、中継装置１０１がＷＡＮポート１０５を８個備える場合には
、ＷＡＮポート番号欄３０１には、８個のＷＡＮポート１０５に対応する「１」、「２」
、・・・、「８」の値が記憶される。
【００３９】
　送信フレーム数欄３０２には、ＷＡＮポート１０５ごとに、累積アップロード送信量、
すなわちユーザ端末１０２からＢＡＳ１０３に対して送信されたフレームの累積数が記憶
される。例えばＷＡＮポート１０５の「１」について、送信フレーム数欄３０２の情報が
「２００」であれば、累積した送信フレーム数が「２００」であることを示す。
【００４０】
　旧送信フレーム数欄３０３には、ＷＡＮポート１０５ごとに、前回の記録時点での累積
アップロード送信量、すなわちユーザ端末１０２からＢＡＳ１０３に対して送信されたフ
レームの累積数が記憶される。例えばＷＡＮポート１０５の「１」について、旧送信フレ
ーム数欄３０３の情報が「１００」であれば、前回記録した累積の送信フレーム数は「１
００」であったことを示す。
【００４１】
　受信フレーム数欄３０４には、ＷＡＮポート１０５ごとに、累積ダウンロード送信量、
すなわちＢＡＳ１０３からユーザ端末１０２に対して送信されたフレームの累積数が記憶
される。例えばＷＡＮポート１０５の「１」について、受信フレーム数欄３０４の情報が
「５５００」であれば、累積した受信フレーム数が「５５００」であることを示す。
【００４２】
　旧受信フレーム数欄３０５には、ＷＡＮポート１０５ごとに、前回の記録時点での累積
ダウンロード送信量、すなわちＢＡＳ１０３からユーザ端末１０２に対して送信されたフ
レームの累積数が記憶される。例えばＷＡＮポート１０５の「１」について、旧受信フレ
ーム数欄３０５の情報が「５０００」であれば、前回記録した累積の受信フレーム数は「
５０００」であったことを示す。
【００４３】
　ＬＣＰＥｃｈｏフレーム数欄３０６には、ＬＣＰのＥｃｈｏ　Ｒｅｑｕｅｓｔフレーム
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と、Ｒｅｐｌｙフレームと、をフレーム解析部１０９が受信した数が記憶される。例えば
、ＷＡＮポート番号「１」で識別されるＷＡＮポート１０５のＬＣＰＥｃｈｏフレーム数
欄３０６に記憶された値が「２０」であれば、「１」に該当するＷＡＮポート１０５はＬ
ＣＰＥｃｈｏ　ＲｅｑｕｅｓｔフレームとＲｅｐｌｙフレームを合計２０個受信したこと
を示す。
【００４４】
　一般に、ＬＣＰのＥｃｈｏフレームは、サービスの生死監視に用いられるフレームであ
る。対象装置に送信したＬＣＰのＥｃｈｏ　Ｒｅｑｕｅｓｔフレームに対して、対象装置
からＬＣＰのＥｃｈｏ　Ｒｅｐｌｙフレームによる応答が送信されれば、対象装置は稼働
状態であると判断できる。
【００４５】
　つまり、本実施例においては、ＬＣＰのＥｃｈｏ　Ｒｅｐｌｙフレームは、ユーザ端末
１０２からＷＡＮポート番号欄３０１の情報により識別されるＷＡＮポート１０５に接続
されたＢＡＳ１０３に向けて送信されたＬＣＰのＥｃｈｏ　Ｒｅｑｕｅｓｔフレームに対
する応答である。
【００４６】
　論理障害検出時刻欄３０７には、ＷＡＮポート１０５に発生した論理障害、例えばＢＡ
Ｓ１０３からの応答が無いなどの障害をフレーム監視部１１１が検出した時刻が記憶され
る。
【００４７】
　以上が、フレーム監視データベース１１４の構成例である。
【００４８】
　次に、本実施形態における接続要求受付処理のフローについて、図４を用いて説明する
。
【００４９】
　図４は、ユーザ端末１０２からＢＡＳ１０３への接続要求の受付処理の流れを示すフロ
ー図である。
【００５０】
　まず、フレーム解析部１０９は、受信したフレームがブロードキャストフレームである
か否かを判定する（ステップＳ１０１）。
【００５１】
　具体的には、ユーザ端末１０２から送信されたフレームがＬＡＮポート１０４を介して
内部転送制御部１０８へ到達すると、内部転送制御部１０８は、受信したフレームをフレ
ーム解析部１０９に受け渡す。そして、フレーム解析部１０９は、受け渡されたフレーム
がブロードキャストフレームであるか否かを判定する。
【００５２】
　ブロードキャストフレームである場合（ステップＳ１０１にて「Ｙｅｓ」）、フレーム
解析部１０９は、受け渡されたフレームがＰＡＤＩフレームであるか否かを判定する（ス
テップＳ１０２）。
【００５３】
　具体的には、フレーム解析部１０９は、受け渡されたフレームのイーサネットヘッダ（
イーサネットは登録商標）のタイプフィールド値を読み出し、その値がＰＡＤＩを示す値
（０ｘ８８６３）と一致するか否かを判定する。
【００５４】
　受け渡されたフレームがＰＡＤＩフレームであれば（ステップＳ１０２にて「Ｙｅｓ」
）、フレーム解析部１０９は、受け渡されたＰＡＤＩフレームとＷＡＮポート選択指示と
をフレーム制御部１１０に送信する（ステップＳ１０３）。
【００５５】
　次に、フレーム制御部１１０は、ＷＡＮポート選択指示に従って、後述するＷＡＮポー
トの選択処理を実施する（ステップＳ１０４）。



(8) JP 2010-56898 A 2010.3.11

10

20

30

40

50

【００５６】
　次に、フレーム制御部１１０は、ステップＳ１０４にて選択したＷＡＮポートに対して
受け取ったＰＡＤＩフレームを転送するよう内部転送制御部１０８へ指示する（ステップ
Ｓ１０５）。
【００５７】
　次に、内部転送制御部１０８は、ＰＡＤＩフレームを指示されたＷＡＮポートへ転送す
る（ステップＳ１０６）。
【００５８】
　ステップＳ１０２において、受け渡されたフレームがＰＡＤＩフレームでない場合（ス
テップＳ１０２にて「Ｎｏ」）、フレーム解析部１０９は、受け渡されたＰＡＤＩフレー
ムをフレーム制御部１１０に送信する（ステップＳ１０７）。
【００５９】
　次に、フレーム制御部１１０は、全てのＷＡＮポート１０５に対して受け取ったＰＡＤ
Ｉフレームを転送するよう内部転送制御部１０８へ指示する（ステップＳ１０８）。
【００６０】
　次に、内部転送制御部１０８は、ＰＡＤＩフレームを全てのＷＡＮポート１０５へ転送
（ブロードキャスト）する（ステップＳ１０９）。
【００６１】
　また、フレーム解析部１０９が受け渡されたフレームがブロードキャストフレームでは
ない場合（ステップＳ１０１にて「Ｎｏ」）、フレーム解析部１０９は、受け渡されたフ
レームがＷＡＮポート１０５にて受信したか否かを判定する（ステップＳ１１０）。
【００６２】
　具体的には、フレーム解析部１０９は、受け渡されたフレームに含まれる「受信回線」
の情報がＷＡＮポート１０５のいずれかと一致するか否かを判定する。
【００６３】
　受け渡されたフレームがＷＡＮポート１０５にて受信したものでなければ（ステップＳ
１１０にて「Ｎｏ」）、フレーム解析部１０９は、後述するステップＳ１１３以降の処理
を実施する。
【００６４】
　受け渡されたフレームが、ＷＡＮポート１０５にて受信したものであれば（ステップＳ
１１０にて「Ｙｅｓ」）、フレーム解析部１０９は、受け渡されたフレームがＬＣＰのＥ
ｃｈｏフレームのＲｅｑｕｅｓｔまたはＲｅｐｌｙフレームのいずれかであるか否かを判
定する（ステップＳ１１１）。
【００６５】
　具体的には、フレーム解析部１０９は、受け渡されたフレームのＬＣＰヘッダーに含ま
れるコードフィールドの値を取得し、ＬＣＰ　Ｅｃｈｏ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（０ｘ０９）ま
たはＬＣＰ　Ｅｃｈｏ　Ｒｅｐｌｙ（０ｘ０ａ）であるか否かを判定する。
【００６６】
　受け渡されたフレームがＬＣＰのＥｃｈｏフレームのＲｅｑｕｅｓｔまたはＲｅｐｌｙ
フレームのいずれかである場合には（ステップＳ１１１にて「Ｙｅｓ」）、フレーム解析
部１０９は、フレーム監視データベース１１４のＬＣＰＥｃｈｏフレーム数欄３０６の値
をインクリメントして更新する（ステップＳ１１２）。
【００６７】
　受け渡されたフレームがＬＣＰのＥｃｈｏフレームのＲｅｑｕｅｓｔまたはＲｅｐｌｙ
フレームのいずれでもない場合には（ステップＳ１１１にて「Ｎｏ」）、フレーム解析部
１０９は、後述するステップＳ１１３以降の処理を実施する。
【００６８】
　次に、フレーム解析部１０９は、受け渡されたフレームをフレーム制御部１０９に送信
する（ステップＳ１１３）。
【００６９】
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　次に、フレーム制御部１０９は、受け取ったフレームをＷＡＮポート１０５に転送する
よう内部転送制御部１０８へ指示する（ステップＳ１１４）。
【００７０】
　次に、内部転送制御部１０８は、フレームをあて先に指定されたＭＡＣアドレスを有す
るＢＡＳ１０３に接続されたＷＡＮポート１０５へ転送する（ステップＳ１１５）。
【００７１】
　以上が、接続要求受付処理の処理フローである。
【００７２】
　接続要求受付処理により、受け付けたフレームの種類に応じて処理内容を特定すること
が可能となる。
【００７３】
　次に、図４の接続要求受付処理のステップＳ１０４にて実施するＷＡＮポート選択処理
の処理フローを図５に示す。
【００７４】
　まず、フレーム制御部１０９は、接続先ＢＡＳデータベース１１３から回線接続が可能
な回線を抽出してリスト化する（ステップＳ２０１）。
【００７５】
　具体的には、フレーム制御部１０９は、接続先ＢＡＳデータベース１１３の回線状態欄
２０４の値を参照し、「接続可」であるレコードを抽出してリスト化する。
【００７６】
　次に、フレーム制御部１０９は、ステップＳ２０１で抽出したリストが空であるか否か
を判定する（ステップＳ２０２）。
【００７７】
　空である場合（ステップＳ２０２にて「Ｎｏ」）、フレーム制御部１０９は処理を終了
する。すなわち、転送するＷＡＮポートを指定しない。
【００７８】
　空ではない場合（ステップＳ２０２にて「Ｙｅｓ」）、フレーム制御部１０９は、予め
中継装置１０１に設定された接続ポリシーが受信優先であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ２０３）。
【００７９】
　接続ポリシーが受信優先である場合（ステップＳ２０３にて「Ｙｅｓ」）、フレーム制
御部１０９は、ステップＳ２０１にて作成したリストから受信変動欄２０３の値が小さい
ＷＡＮポートを転送先として選択する（ステップＳ２０４）。
【００８０】
　接続ポリシーが送信優先である場合（ステップＳ２０３にて「Ｎｏ」）、フレーム制御
部１０９は、ステップＳ２０１にて作成したリストから送信変動欄２０２の値が小さいＷ
ＡＮポートを転送先として選択する（ステップＳ２０５）。
【００８１】
　以上が、ＷＡＮポート選択処理の処理フローである。
【００８２】
　このように、ＷＡＮポート選択処理により、送信変動量または受信変動量の少ないＷＡ
Ｎポート、すなわち帯域の使用量が少ないＷＡＮポートを転送先に設定することが可能と
なる。また、接続することのできる回線がない場合には、フレームをＷＡＮポートに転送
しないため、ユーザ端末１０２からは無応答であると認識することができ、エラーの発生
をユーザに伝えることができる。
【００８３】
　次に、フレーム監視処理について、図６を用いて説明する。
【００８４】
　フレーム監視処理は、中継装置１０１の起動を契機として処理を開始し、中継装置１０
１が稼働を停止するまで継続する。
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【００８５】
　フレーム監視処理は、中継装置１０１が中継するフレームを監視し、送受信量の多少を
ＷＡＮポート１０５ごとに算出して負荷分散の元となる帯域の情報を作成し、ＷＡＮポー
ト１０５に接続された他の機器、例えばＢＡＳ１０３等に論理障害が発生した場合には障
害が発生した旨を記録する処理である。
【００８６】
　まず、フレーム監視部１１１は、図示しないフレーム監視タイマを起動し、フレーム監
視タイマが満了するまで処理を待機する（ステップＳ３０１）。
【００８７】
　具体的には、フレーム監視タイマは、時間を計時し、所定の時間（例えば１０秒間）で
満了するタイマである。
【００８８】
　次に、フレーム監視タイマが満了すると、フレーム監視部１１１は、ＷＡＮポート１０
５ごとにフレーム監視データベース１１４の送信フレーム数欄３０２に記憶された情報を
旧送信フレーム数欄３０３に複製する（ステップＳ３０２）。
【００８９】
　そして、フレーム監視部１１１は、ＷＡＮポート１０５ごとに、ＷＡＮポート１０５の
フレームカウンタ１１４から送信フレーム数の累計を取得し、送信フレーム数欄３０２の
情報を更新する（ステップＳ３０３）。
【００９０】
　次に、フレーム監視部１１１は、ＷＡＮポート１０５ごとにフレーム監視データベース
１１４の受信フレーム数欄３０４に記憶された情報を旧受信フレーム数欄３０５に複製す
る（ステップＳ３０４）。
【００９１】
　そして、フレーム監視部１１１は、ＷＡＮポート１０５ごとに、ＷＡＮポート１０５の
フレームカウンタ１１４から受信フレーム数の累計を取得し、受信フレーム数欄３０４の
情報を更新する（ステップＳ３０５）。
【００９２】
　次に、フレーム監視部１１１は、ＷＡＮポート１０５ごとに、フレーム監視データベー
ス１１４に基づいて送信変動と受信変動の値を算出する（ステップＳ３０６）。
【００９３】
　具体的には、フレーム監視部１１１は、ＷＡＮポート１０５ごとに、フレーム監視デー
タベース１１４を参照し、送信フレーム数欄３０２に記憶された値から旧送信フレーム数
欄３０３に記憶された値を減算して送信変動の値とする。そして、フレーム監視部１１１
は、受信フレーム数欄３０４に記憶された値から旧受信フレーム数欄３０５に記憶された
値を減算して受信変動の値とする。
【００９４】
　次に、フレーム監視部１１１は、ステップＳ３０６にて算出した受信変動の値が０であ
るか、またはフレーム監視データベース１１４のＬＣＰＥｃｈｏフレーム数欄３０６に記
憶された値が０であるか、のいずれかに一致するか否かを判定する（ステップＳ３０７）
。
【００９５】
　いずれにも一致しない場合には（ステップＳ３０７にて「Ｎｏ」）、フレーム監視部１
１１は、接続先ＢＡＳデータベース１１３の送信変動欄２０２の値と受信変動欄２０３の
値とをそれぞれステップＳ３０６で算出した送信変動と受信変動の値により更新する（ス
テップＳ３０８）。
【００９６】
　そして、フレーム監視部１１１は、フレーム監視データベース１１４のＬＣＰＥｃｈｏ
フレーム数欄３０６の値を「０」に更新し、ステップＳ３０１に処理を戻す。
【００９７】
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　受信変動の値が０であるか、またはフレーム監視データベース１１４のＬＣＰＥｃｈｏ
フレーム数欄３０６に記憶された値が０であるか、のいずれかに一致する場合（ステップ
Ｓ３０７にて「Ｙｅｓ」）、フレーム監視部１１１は、接続先ＢＡＳデータベース１１３
の回線状態欄２０４の値を「接続不可」に更新する（ステップＳ３１０）。
【００９８】
　次に、フレーム監視部１１１は、フレーム監視データベース１１４の論理障害検出時刻
欄３０７にステップＳ３１０の処理時点の時刻を設定する（ステップＳ３１１）。
【００９９】
　次に、フレーム監視部１１１は、図示しない回線デッドタイマを起動し、満了まで待機
する（ステップＳ３１２）。
【０１００】
　具体的には、回線デッドタイマは、時間を計時し、所定の時間（例えば１分間）で満了
するタイマである。
【０１０１】
　次に、回線デッドタイマが満了すると、フレーム監視部１１１は、接続先ＢＡＳデータ
ベース１１３の回線状態欄２０４の値を「接続可」に更新する（ステップＳ３１３）。
【０１０２】
　次に、フレーム監視部１１１は、フレーム監視データベース１１４の論理障害検出時刻
欄３０７に初期値（例えば「０」）を設定し、ステップＳ３０１に処理を戻す（ステップ
Ｓ３１４）。
【０１０３】
　以上が、フレーム監視処理の処理フローである。
【０１０４】
　このように、フレーム監視処理により、送信変動量または受信変動量の少ないＷＡＮポ
ート、すなわち帯域の使用量が少ないＷＡＮポートを算出するための基礎となる情報をデ
ータベース等に記録することが可能となる。また、論理障害が発生した場合にはそれを検
知し、ＷＡＮポートの使用を不可とすることができる。
【０１０５】
　次に、回線監視処理について、図７を用いて説明する。
【０１０６】
　回線監視処理は、中継装置１０１の起動を契機として処理を開始し、中継装置１０１が
稼働を停止するまで継続する。
【０１０７】
　回線監視処理は、中継装置１０１のＷＡＮポート１０５についての物理障害（主にハー
ドウェアエラー）を監視し、ＷＡＮポート１０５の利用可否をＷＡＮポート１０５ごとに
検知する処理である。
【０１０８】
　まず、回線状態監視部１１２は、ＷＡＮポート１０５のいずれかから割り込み情報を受
信するまで監視を続け、割り込み情報を受信する（ステップＳ４０１）。
【０１０９】
　なお、割り込み情報は、少なくともＷＡＮポートを識別する値と、割り込み契機を示す
値と、を有する。
【０１１０】
　次に、回線状態監視部１１２は、ステップＳ４０１で受信した割り込み情報がリンクダ
ウンに基づくものか否かを判定する（ステップＳ４０２）。
【０１１１】
　具体的には、ステップＳ４０１にて受信した割り込み情報に含まれる割り込み契機の情
報を読み取り、リンクダウンを示す情報か否かを判定する。
【０１１２】
　割り込み情報がリンクダウンに基づくものであれば（ステップＳ４０２にて「Ｙｅｓ」
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）、回線状態監視部１１２は、接続先ＢＡＳデータベース１１３の回線状態を接続不可に
更新する（ステップＳ４０３）。
【０１１３】
　具体的には、回線状態監視部１１２は、接続先ＢＡＳデータベース１１３のＷＡＮポー
ト番号欄２０１に記憶された値がステップＳ４０１にて受信した割り込み情報に含まれる
ＷＡＮポート１０５を識別する値と一致するレコードについて、回線状態欄２０４に「接
続不可」の値を設定する。
【０１１４】
　次に、回線状態監視部１１２は、フレーム制御部１０９にリンクダウンを通知し、処理
をステップＳ４０１に戻す（ステップＳ４０４）。
【０１１５】
　割り込み情報がリンクダウンに基づくものでなければ（ステップＳ４０２にて「Ｎｏ」
）、回線状態監視部１１２は、ステップＳ４０１で受信した割り込み情報がリンクアップ
に基づくものか否かを判定する（ステップＳ４０５）。
【０１１６】
　具体的には、ステップＳ４０１にて受信した割り込み情報に含まれる割り込み契機の情
報を読み取り、リンクアップを示す情報か否かを判定する。
【０１１７】
　割り込み情報がリンクアップに基づくものでなければ（ステップＳ４０５にて「Ｎｏ」
）、回線状態監視部１１２は、ステップＳ４０１に処理を戻す。
【０１１８】
　割り込み情報がリンクアップに基づくものであれば（ステップＳ４０５にて「Ｙｅｓ」
）、回線状態監視部１１２は、接続先ＢＡＳデータベース１１３の回線状態を接続可に更
新する（ステップＳ４０６）。
【０１１９】
　具体的には、回線状態監視部１１２は、接続先ＢＡＳデータベース１１３のＷＡＮポー
ト番号欄２０１に記憶された値がステップＳ４０１にて受信した割り込み情報に含まれる
ＷＡＮポート１０５を識別する値と一致するレコードについて、回線状態欄２０４に「接
続可」の値を設定する。
【０１２０】
　次に、回線状態監視部１１２は、フレーム制御部１０９にリンクアップを通知し、処理
をステップＳ４０１に戻す（ステップＳ４０７）。
【０１２１】
　以上が、回線監視処理の処理フローである。
【０１２２】
　このように、回線監視処理により、ＷＡＮポート１０５についての物理障害（主にハー
ドウェアエラー）を監視し、ＷＡＮポート１０５の利用可否をＷＡＮポート１０５ごとに
データベース等に記録することが可能となる。そのため、物理障害が発生した場合にはそ
れを検知し、ＷＡＮポートの使用を不可とすることができる。
【０１２３】
　以上が、本発明の第一の実施形態である。
【０１２４】
　第一の実施形態により、中継装置１０１は、常時監視している論理障害と物理障害の情
報、および使用帯域量に基づいて、ユーザ端末１０２からのＢＡＳ１０３への接続要求の
負荷分散を行うことが可能となる。
【０１２５】
　そのため、中継装置１０１を用いる接続事業者は、ネットワーク資源を有効に利用する
ことが可能となる。また、論理障害について迅速に検知することが可能であるため、ユー
ザに与える障害の影響を抑えることが可能となる。
【０１２６】
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　なお、例えば、第一の実施形態の中継装置１０１は、接続事業者によりＰＰＰｏＥ方式
を用いたＡＤＳＬやＦＴＴＨによるブロードバンドインターネット接続サービスを提供す
る際に用いることができる。
【０１２７】
　本実施形態におけるＢＡＳ１０３は、ＰＰＰ（Point to Point Protocol）、ＬＣＰ、
ＩＰＣＰ（Internet Protocol Control Protocol）を終端してユーザに対してインターネ
ット接続を提供する場合であっても、Ｌ２ＴＰ（Layer2 Tunneling Protocol）のＬＡＣ
（L2TP Access Concentrator）として動作してユーザに対してインターネット接続を提供
する場合であっても適用することが可能である。
【０１２８】
　いずれの場合であっても、ユーザ端末１０２はＰＰＰｏＥにおける接続要求フレームで
あるＰＡＤＩフレームをブロードキャスト送信し、応答するＢＡＳ１０３がＰＡＤＯ（PP
PoE Active Discovery Offer）フレームをユーザ端末１０２宛にユニキャストで送信し、
接続後はユーザ端末１０２がＬＣＰによるＥｃｈｏフレームを送信して生存確認を行うた
めである。
【０１２９】
　以上、本発明について、実施の形態に基づき具体的に説明したが、これに限定されるも
のではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
【０１３０】
　以下に、本発明の第一の変形例について、図８～図１０を用いて説明する。
【０１３１】
　本発明の第一の変形例は、上記した第一の実施形態とほぼ同じ構成を備えるが、図８、
図９、図１０に示すように一部構成が相違する。
【０１３２】
　以下、その相違について説明する。
【０１３３】
　図８は、第一の変形例における接続先ＢＡＳデータベース１１３の構成例を示す図であ
る。
【０１３４】
　第一の変形例における接続先ＢＡＳデータベース１１３は、第一の実施形態における接
続先ＢＡＳデータベース１１３の各欄に加え、ＬＣＰＥｃｈｏ数欄２０５を備える。
【０１３５】
　ＬＣＰＥｃｈｏ数欄２０５には、ＬＣＰのＥｃｈｏ　Ｒｅｑｕｅｓｔフレームと、Ｒｅ
ｐｌｙフレームと、をフレーム解析部１０９が受信した数が記憶される。例えば、ＷＡＮ
ポート番号「１」にて識別されるＷＡＮポート１０５のＬＣＰＥｃｈｏフレーム数欄３０
６に記憶された値が「２０」であれば、「１」に該当するＷＡＮポート１０５はＬＣＰＥ
ｃｈｏ　ＲｅｑｕｅｓｔフレームとＲｅｐｌｙフレームを合計２０個受信したことを示す
。
【０１３６】
　以上が、接続先ＢＡＳデータベース１１３に関する相違点である。
【０１３７】
　図９は、第一の変形例における接続要求受付処理の処理フローを示す図である。
【０１３８】
　第一の変形例における接続要求受付処理は、第一の実施形態における接続要求受付処理
のステップＳ１１２に該当する処理を、以下に示すステップＳ５１２に変更したものであ
る。
【０１３９】
　受け渡されたフレームがＬＣＰのＥｃｈｏフレームのＲｅｑｕｅｓｔまたはＲｅｐｌｙ
フレームのいずれかである場合には（ステップＳ１１１にて「Ｙｅｓ」）、フレーム解析
部１０９は、フレーム監視データベース１１４のＬＣＰＥｃｈｏフレーム数欄３０６の値
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をインクリメントして更新するとともに、接続先ＢＡＳデータベース１１３のＬＣＰＥｃ
ｈｏ数欄２０５に複製する（ステップＳ５１２）。
【０１４０】
　以上が、接続要求受付処理に関する相違点である。
【０１４１】
　第一の変形例における接続要求受付処理のステップＳ５１２により、ＬＣＰＥｃｈｏフ
レームをフレーム解析部１０９が受信すると、接続先ＢＡＳデータベース１１３のＬＣＰ
Ｅｃｈｏ数欄２０５の値を最新の値に更新することが可能となる。
【０１４２】
　図１０は、第一の変形例における接続要求受付処理のステップＳ１０４にて実施される
ＷＡＮポート選択処理の処理フローを示す図である。
【０１４３】
　第一の変形例におけるＷＡＮポート選択処理は、第一の実施形態におけるＷＡＮポート
選択処理に、以下のステップＳ２０６とステップＳ２０７と、を加えたものである。
【０１４４】
　フレーム制御部１０９は、ステップＳ２０４またはステップＳ２０５において選択され
たＷＡＮポートが一つであるか否かを判定する（ステップＳ２０６）。
【０１４５】
　選択されたＷＡＮポートが一つであれば（ステップＳ２０６にて「Ｙｅｓ」）、フレー
ム制御部１０９はＷＡＮポート選択処理を終了する。
【０１４６】
　選択されたＷＡＮポートが一つでなければ（ステップＳ２０６にて「Ｎｏ」）、フレー
ム制御部１０９は、選択されたＷＡＮポートのうち、ＬＣＰＥｃｈｏフレーム数の小さい
ＷＡＮポート１０５を選択する（ステップＳ２０７）。
【０１４７】
　具体的には、フレーム制御部１０９は、選択されたＷＡＮポート１０５に該当するレコ
ードを接続先ＢＡＳデータベース１１３から特定し、特定したレコードのＬＣＰＥｃｈｏ
数欄２０５に記憶された値を比較する。そして、フレーム制御部１０９は、ＬＣＰＥｃｈ
ｏ数が最も小さいＷＡＮポート１０５を一つ選択する。
【０１４８】
　以上が、ＷＡＮポート選択処理に関する相違点である。
【０１４９】
　このようにすることで、ＷＡＮポート選択処理において変動量が同一のＷＡＮポートが
ある場合に、ＬＣＰＥｃｈｏフレームの受信量が少ないことをＷＡＮポートの第二の選択
基準とすることが可能となる。
【０１５０】
　以上が、第一の変形例である。
【０１５１】
　第一の変形例によれば、中継装置１０１は、より適切な負荷分散を行うことが可能とな
る。ＬＣＰＥｃｈｏフレームの受信数が少ないＷＡＮポートは、すなわちＢＡＳ１０３に
接続しているユーザ端末１０２の数が少ないことを意味し、そのため、ＢＡＳ１０３の処
理負荷が他のＢＡＳ１０３よりも低い可能性が高いと予想されるためである。
【０１５２】
　以下に、本発明の第二の変形例について、図１１～図１３を用いて説明する。
【０１５３】
　本発明の第二の変形例は、上記した第一の実施形態とほぼ同じ構成を備えるが、図１１
、図１２、図１３に示すように一部構成が相違する。
【０１５４】
　以下、その相違について説明する。
【０１５５】
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　図１１は、本発明の技術を適用した第二の変形例である中継システム１００を示す図で
ある。
【０１５６】
　第二の変形例における中継装置１０１の制御部１０６は、第一の実施形態における制御
部１０６の各機能部に加え、ＬＡＮポートポリシーデータベース１１６を備える。
【０１５７】
　ＬＡＮポートポリシーデータベース１１６は、ＬＡＮポート１０４ごとに接続するＢＡ
Ｓ１０３を選択する条件が記憶されるデータベースである。
【０１５８】
　ＬＡＮポートポリシーデータベース１１６は、図１２に示すとおり、ＬＡＮポート番号
欄４０１と、優先帯域欄４０２と、受信利用帯域欄４０３と、送信利用帯域欄４０４と、
を有する。
【０１５９】
　ＬＡＮポート番号欄４０１には、ＬＡＮポート１０４それぞれに対応する番号が記憶さ
れる。例えば、中継装置１０１がＬＡＮポート１０４を１６個備える場合には、ＬＡＮポ
ート番号欄４０１には、１６個のＬＡＮポート１０４に対応する「１」、「２」、・・・
、「１６」の値が記憶される。
【０１６０】
　優先帯域欄４０２には、ＬＡＮポート１０４ごとに、優先する帯域が記憶される。
【０１６１】
　例えばＬＡＮポート１０４の「１」について、優先帯域欄４０２に記憶された情報が「
受信」であれば、ＬＡＮポート１０４の「１」は受信帯域の確保を優先することを示す。
また、ＬＡＮポート１０４の「３」について、優先帯域欄４０２の情報が「送信」であれ
ば、ＬＡＮポート１０４の「３」は送信帯域の確保を優先することを示す。
【０１６２】
　受信利用帯域欄４０３には、ＬＡＮポート１０４ごとに、受信側、すなわちＢＡＳ１０
３からユーザ端末１０２に対して送信される情報の通信に利用する帯域の目標値が記憶さ
れる。
【０１６３】
　例えばＬＡＮポート１０４の「１」について、受信利用帯域欄４０３に記憶された情報
が「１Ｍ（メガ）ｂｐｓ（ビット毎秒）」であれば、ＬＡＮポート１０４の「１」は受信
帯域として「１Ｍｂｐｓ」以上の帯域を希望するユーザにより接続されることを示す。
【０１６４】
　送信利用帯域欄４０４には、ＬＡＮポート１０４ごとに、送信側、すなわちユーザ端末
１０２からＢＡＳ１０３に対して送信される情報の通信に利用する帯域の目標値が記憶さ
れる。
【０１６５】
　例えばＬＡＮポート１０４の「１」について、送信利用帯域欄４０４に記憶された情報
が「０．５Ｍ（メガ）ｂｐｓ（ビット毎秒）」であれば、ＬＡＮポートの「１」は送信帯
域として「０．５Ｍｂｐｓ」以上の帯域を希望するユーザにより接続されることを示す。
【０１６６】
　なお、これらの優先帯域欄４０２、受信利用帯域欄４０３と、送信利用帯域欄４０４と
、に記憶される情報は、例えば中継装置１０１の管理者である回線事業者と、ユーザとの
接続契約等に基づいて設定される。
【０１６７】
　以上が、ＬＡＮポートポリシーデータベース１１６の構成例である。
【０１６８】
　図１３は、第二の変形例におけるＷＡＮポート選択処理の処理フローを示す図である。
【０１６９】
　まず、フレーム制御部１０９は、受け渡されたフレームを受信したＬＡＮポート１０４
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の優先帯域が「受信」であるか否かを判定する（ステップＳ６０１）。
【０１７０】
　具体的には、フレーム制御部１０９は、受け渡されたフレームを受信したＬＡＮポート
１０４に対応するＬＡＮポートポリシーデータベース１１６の優先帯域欄４０２に記憶さ
れた値が「受信」であるか否かを判定する。
【０１７１】
　優先帯域が「受信」であれば（ステップＳ６０１にて「Ｙｅｓ」）、フレーム制御部１
０９は、接続先ＢＡＳデータベース１１３に基づき、ＷＡＮポート１０５を受信変動の小
さなものから順に整列させる（ステップＳ６０２）。
【０１７２】
　具体的には、フレーム制御部１０９は、接続先データベース１１３のレコードについて
、受信変動欄２０３の値を昇順にソートし、その順にＷＡＮポート番号欄２０１の値を取
得する。
【０１７３】
　優先帯域が「受信」でなければ（ステップＳ６０１にて「Ｎｏ」）、フレーム制御部１
０９は、接続先ＢＡＳデータベース１１３に基づき、ＷＡＮポート１０５を送信変動の小
さなものから順に整列させる（ステップＳ６０３）。
【０１７４】
　具体的には、フレーム制御部１０９は、接続先データベース１１３のレコードについて
、送信変動欄２０２の値を昇順にソートし、その順にＷＡＮポート番号欄２０１の値を取
得する。
【０１７５】
　次に、フレーム制御部１０９は、優先帯域（送信または受信）について、利用帯域以上
の帯域で使用可能なＷＡＮポート１０５が存在するか否かを判定する（ステップＳ６０４
）。
【０１７６】
　具体的には、フレーム制御部１０９は、ＬＡＮポートポリシーデータベース１１６の優
先帯域欄４０２に記憶された値が「受信」であれば、ＬＡＮポリシーデータベース１１６
の受信利用帯域欄４０３に記憶された値以上の帯域で使用可能なＷＡＮポート１０５がス
テップＳ６０２にて整列させたレコードに存在するか否かを判定する。または、フレーム
制御部１０９は、ＬＡＮポートポリシーデータベース１１６の優先帯域欄４０２に記憶さ
れた値が「送信」であれば、ＬＡＮポリシーデータベース１１６の送信利用帯域欄４０４
に記憶された値以上の帯域で使用可能なＷＡＮポート１０５がステップＳ６０３にて整列
させたレコードに存在するか否かを判定する。
【０１７７】
　利用帯域以上の帯域で使用可能なＷＡＮポート１０５が存在しない場合には（ステップ
Ｓ６０４にて「Ｎｏ」）、フレーム制御部１０９は、ステップＳ６０２またはステップＳ
６０３にて整列させた順の先頭に該当するＷＡＮポート１０５を、接続するＷＡＮポート
１０５として選択し、処理を終了する（ステップＳ６０５）。
【０１７８】
　利用帯域以上の帯域で使用可能なＷＡＮポート１０５が存在する場合には（ステップＳ
６０４にて「Ｙｅｓ」）、フレーム制御部１０９は、ステップＳ６０２またはステップＳ
６０３にて整列させた順の先頭に該当するＷＡＮポート１０５から順に、利用帯域以上の
帯域を使用することが可能であって、かつ、回線状態が接続可であるＷＡＮポート１０５
を抽出し、リスト化する（ステップＳ６０６）。
【０１７９】
　次に、フレーム制御部１０９は、ステップＳ６０６にて作成したリストの最後尾から先
頭に向かって、つまり変動が大きい順に、優先でない帯域において利用帯域以上の帯域で
の使用が可能なＷＡＮポート１０５を抽出する（ステップＳ６０７）。
【０１８０】
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　具体的には、フレーム制御部１０９は、優先でない帯域、すなわちＬＡＮポートポリシ
ーデータベース１１６の優先帯域欄４０２に記憶された値が「受信」であれば「送信」帯
域、記憶された値が「送信」であれば「受信」帯域、について利用帯域以上の帯域での使
用が可能なＷＡＮポート１０５を抽出する。
【０１８１】
　次に、フレーム制御部１０９は、ステップＳ６０７で抽出したＷＡＮポート１０５が一
つ以上あるか否かを判定する（ステップＳ６０８）。
【０１８２】
　抽出したＷＡＮポート１０５が一つ以上ある場合には（ステップＳ６０８にて「Ｙｅｓ
」）、フレーム制御部１０９は、抽出したＷＡＮポート１０５のうち変動の値が大きいＷ
ＡＮポート１０５を選択し処理を終了する（ステップＳ６０９）。
【０１８３】
　抽出したＷＡＮポートが一つも無い場合には（ステップＳ６０８にて「Ｎｏ」）、フレ
ーム制御部１０９は、ステップＳ６０６にて作成したリストの最後尾のＷＡＮポート１０
５、すなわち変動の値が最も大きいＷＡＮポート１０５を選択し処理を終了する（ステッ
プＳ６１０）。
【０１８４】
　以上が、第二の変形例におけるＷＡＮポート選択処理の処理フローである。
【０１８５】
　このように、第二の変形例によれば、中継装置１０１はＬＡＮポートポリシーデータベ
ース１１６のポリシーに従ってＷＡＮポート１０５を選択するようＷＡＮポート選択処理
を行うため、ユーザとの接続契約の内容に合うよう、帯域を考慮した負荷分散を行うこと
ができる。
【０１８６】
　また、本発明の第一の実施形態およびその変形例においては、中継装置１０１のＷＡＮ
ポート１０５に接続される装置をＢＡＳ１０３としたが、これに限らず、他の計算機やネ
ットワーク機器であってもよい。また、ユーザ端末１０２についても、他の計算機やネッ
トワーク機器であってもよい。
【０１８７】
　なお、上記の中継システム１００は、システムとして取引対象とするだけでなく、中継
装置１０１、または中継装置１０１の動作を実現するプログラム部品単位で取引対象とす
ることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１８８】
【図１】本実施形態の中継システムの構成図である。
【図２】本実施形態における接続先ＢＡＳデータベースのデータ構造を示す図である。
【図３】本実施形態におけるフレーム監視データベースのデータ構造を示す図である。
【図４】本実施形態における接続要求受付処理の処理フローを示す図である。
【図５】本実施形態におけるＷＡＮポート選択処理の処理フローを示す図である。
【図６】本実施形態におけるフレーム監視処理の処理フローを示す図である。
【図７】本実施形態における回線監視処理の処理フローを示す図である。
【図８】本実施形態の第一の変形例における接続先ＢＡＳデータベースのデータ構造を示
す図である。
【図９】本実施形態の第一の変形例における接続要求受付処理の処理フローを示す図であ
る。
【図１０】本実施形態の第一の変形例におけるＷＡＮポート選択処理の処理フローを示す
図である。
【図１１】本実施形態の第二の変形例における中継システムの構成図である。
【図１２】本実施形態の第二の変形例におけるＬＡＮポートポリシーデータベースのデー
タ構造を示す図である。
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【図１３】本実施形態の第二の変形例におけるＷＡＮポート選択処理の処理フローを示す
図である。
【符号の説明】
【０１８９】
１００：中継システム、１０１：中継装置、１０２：ユーザ端末、１０３：ＢＡＳ、１０
４：ＬＡＮポート、１０５：ＷＡＮポート、１０６：制御部、１０７：記憶部、１０８：
内部転送制御部、１０９：フレーム解析部、１１０：フレーム制御部、１１１：フレーム
監視部、１１２：回線状態監視部、１１３：接続先ＢＡＳデータベース、１１４：フレー
ム監視データベース、１１５：フレームカウント部、１１６：ＬＡＮポートポリシーデー
タベース

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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